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「携帯電話の電話番号数の拡大に向けた電気通信番号に係る制度等の在り方J答申(案)

に関し、別紙のとおり意見を提出します。
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携帯電話の契約者数は増加が続いており、携帯電話用の電話番号の不足が懸念される状

況下において、携帯電話の新たな電話番号の導入に関する検討を実施し答申(案)をまと

めていただいたことに感謝申し上げます。

今回、携帯電話の電話番号拡大に併せて、携帯電話と PHS間の番号ポータゼリティの

実施についても報告されております。これに関して、以下の 2件の意見を申し上げます。

1 .携帯電話と PHS聞の番号ポータピリティ実施のための条件

答申(案) 5 1ページに「携帯電話と PHS聞の番号ポータピリティの導入にあたって

は、利用者保護の観点、から、第 5章で検討した選択中継サーゼスをはじめとする各種サー

ビスに基本的にはPHSが対応するなど、利用者から見て携帯電話と PHSとの識別性に

関する混乱が生じないことを条件とすることが適当である。Jとあります。当社では選択中

継サーピスをはじめとする各種サービスとは以下のサービスと考えており、これらサーピ

スに対する課題解決を完了せずに携帯電話と PHS間の番号ポータピリティを実施した場

合には、呼損が発生する等利用者にとって不利益が発生する場合があるため、番号ポータ

ピリティ実施のための前提として、これらの課題解決が必須であると考えます。

サービス 課題

SMS相互 201 1年 7月より携帯電話事業者間で SMSの相互接続を開始しました

接続 が、 PHS事業者は SMS相互接続に参加しておりません。現在、発信者は

着信側の電話番号で携帯電話と PHSを識別可能ですが、携帯電話と PHS

開の番号ポータピリティ実施後は着信保Ijの電話番号で携帯電話と PHSを

識別できなくなります。従って、 P百 SがSMS相互接続に対応しない場合

には、次のような問題が発生します。

a 携帯電話から PHSへ番号ポータピリティした場合 (080/090番号

のPHS)、それに対して発信者が SMSを送信しでも着信側の PHS網

にて呼損となります。 (SMS送信不可)

'PHSから携帯電話へ番号ポータピリティした場合 (070番号の携帯電

話)、それに対して発信者が SMSを送信しでも移転冗で、ある PHS網が

SMS対応していないため呼損となります。 (SMS送信不可)

選 択中継 現在、 NTT東西の加入電話及び ISDNからの発信で 00XY-080/

(00 XY  090ダイヤノレによる選択中継の携帯電話着信サービスが広く提供されて

-OAO) います。これまで発信者文は発信端末は着信側の電話番号で携帯電話と PH

Sを識別可能でしたが、携帯電話と PHS間の番号ポータピリティ実施後は

着信側の電話番号で携帯電話と PHSを識別できなくなります。

PHSが選択中継サービスに対応しない場合には、 PBXやACR機能付き

電話機で着信側の電話番号 (080/090)により自動的に OOXYを付

与している場合等に、着信側が 080/090番号の PHSで、あった場合は

呼損となります。

着信課金、 現在、着信課金等の OABOダイヤノレのサービスやプリベイドカードでは発

プリベイド 着の電話番号にて携帯電話と PHSを識別し、呼の接続制御や料金計算を行

カード等 っている事例があります。携帯電話と PHS間の番号ポータピリティ実施後

は電話番号で携帯電話と P司 Sを識別できなくなるため、呼の接続制御や料

金計算が正常に行なえなくなる恐れがあります。
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2. 携帯電話と PHS聞の番号ポータピリティの実施方法

答申(案) 5 0ページに「利用者利便の観点からは、一部の事業者間においてのみの利

用可能とすると、契約している携帯電話事業者によって PHSへの番号ポータピリティが

利用できないことになり、番号ポータピリティの仕組みが複雑となるなど、利用者の利便

性を損なうため、携帯電話の番号ポータピリティと同様、特定の事業者間だけでなく全社

によって実施されることが適当である。Jとあります。最終的に全ての携帯電話事業者と P

HS間の番号ポータピリティが実現するとしても、実施時期がバラバラであると特定の事

業者間だけでポータピリティを行なっている状態が発生し、報告書に記載のとおり利用者

の利便を損なうため、全携帯事業者同時の実施とすべきであると考えます。

以上
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